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１【提出理由】

平成29年６月29日開催の当社第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出

するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年６月29日

 

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

 １株につき金６円（うち記念配当１円）   総額345,424,344円

 ロ 効力発生日

 平成29年６月30日
 

２．その他の剰余金の処分に関する事項

 繰越利益剰余金1,000,000,000円を別途積立金に積み立てる。
 

第２号議案 株式併合の件

平成29年10月１日を効力発生日として、当社普通株式５株を１株の割合で併合する。

第３号議案 定款一部変更の件

１．現行定款第６条（発行可能株式総数）に規定される発行可能株式総数を１億2,696万株から

2,539万２千株に変更するとともに、現行定款第７条（単元株式数）に規定される単元株式数を

1,000株から100株に変更する。

２．上記変更の効力発生日を平成29年10月１日と定めるため、附則を設ける。

第４号議案 取締役９名選任の件

取締役として、鯉江泰行、内倉昌樹、堀比斗志、古内 力、明賀春樹、塩見正樹、西澤恵一郎、

永井素夫及び照井惠光を選任する。

第５号議案 監査役１名選任の件

監査役として、和田正夫を選任する。

第６号議案 補欠監査役２名選任の件

監査役豊田正彦の補欠監査役として小暮 茂を、社外監査役の補欠監査役として小森行男を選任す

る。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果
 

決議事項 賛成 (個) 反対 (個) 棄権 (個) 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 44,878 147 20 (注)１ 可決 (98.50%)

第２号議案 44,780 245 20 (注)２ 可決 (98.28%)

第３号議案 44,839 186 20 (注)２ 可決 (98.41%)

第４号議案    

(注)３

  

鯉江泰行 37,681 7,344 20 可決 (82.70%)

内倉昌樹 44,220 805 20 可決 (97.05%)

堀比斗志 44,203 822 20 可決 (97.02%)

古内 力 44,201 824 20 可決 (97.01%)

明賀春樹 44,202 823 20 可決 (97.02%)

塩見正樹 44,188 837 20 可決 (96.98%)

西澤恵一郎 43,192 1,833 20 可決 (94.80%)

永井素夫 44,447 578 20 可決 (97.55%)

照井惠光 44,696 329 20 可決 (98.10%)

第５号議案    
(注)３

  

和田正夫 44,855 170 20 可決 (98.45%)

第６号議案    

(注)３

  

小暮 茂 43,234 1,791 20 可決 (94.89%)

小森行男 34,016 11,009 20 可決 (74.66%)
 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、

反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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